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                               神 監   第１２７号 

平成１７年７月２５日 

 

   A  様 

               
                神戸市監査委員   近  谷  衛  一 
                同         横  山  道  弘 
                同         吉  田  基  毅 
                同         米  田  和  哲 

 
 
 
 

市立学校教職員共済会のクーポン券支給に係る補助金 
 

 に関する住民監査請求の監査結果について（通知） 
 
 

 
 
 平成１７年５月２７日及び３０日に提出されました標記の住民監査請求について， 
 
地方自治法第２４２条第４項の規定により監査した結果を次のとおり通知します。 
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第１ 請求の要旨 
 
平成１７年５月２７日及び３０日に提出された措置請求書及び平成１７年６月２０日に請求人が行

った陳述によると，請求の要旨は次のとおりと解される。 
 
神戸市の教職員が加入する互助組織「神戸市立学校教職員共済会」(以下「共済会」という。)が，退

職者の記念品として過去５年間に支給した旅行クーポン券(以下「クーポン券」という。)の代金の一部

が市教育委員会からの公費負担金で賄われていたことが報じられた。この公費負担金は，給与条例主義

に違反する違法な公金支出であり，地方公務員法第４２条に基づくリフレッシュ事業としても正当化で

きない。また，退職手当の受給権がない懲戒免職者にもクーポン券を支給しているのは違法である。 
互助組織である共済会への補助は，退職金の上乗せとして支出される限り違法であり，支出命令権者

神戸市長及び教育長の責任である。クーポン券に係る５年間の公費支出額については，市長及び教育長

が個人として市に補填するか，支給を受けた職員に返還させるべきである。 
 なお，この種の支出のうち未執行分は停止すべきである。 
また，この報道内容は，住民が相当の注意を払っても，今回初めて気付くものであるから，１年分だ

けではなく，遡って５年分について請求する。 
 
理由 
１ クーポン券の支給に対する公金の支出は，給与条例主義（地方自治法第２０４条の２，地方公務員

法第２５条）に違反し違法である。 
(1)  クーポン券は実質上は給与，退職金の上乗せであり，これに対し条例上の根拠もなく交付金を

支出するのは，財務会計上の違法な公金支出にあたる。また，退職者への給付であるから，地方

公務員法第４２条に基づくリフレッシュ事業として正当化できない。 
(2)  今年 6 月 6 日，大阪国税局の税務調査で，勤続１５年・２５年・３５年の職員に支給したクー

ポン券等と職員家族慰安会事業は，平成１２～１４年分の約８億１，５００万円が給与と認定さ

れている。 
(3)  八幡市職員厚生研修費事件では，八幡市で，団体旅行を中止した代わりに職員研修費などの名

目で互助会を通して職員に相当額を個別支給したところ，互助会をトンネルとするヤミ給与にあ

たるとして，住民訴訟４号請求が認容されている。 
２ クーポン券が，退職手当受給権がない懲戒免職者に支給されているのは明白に違法である。 
３ 共済会への公金支出は，以下の点で違法である。 

(1) 共済会は，条例に根拠を持たない互助組織である。 
(2)  共済会に対する公金の支出は，条例に基づくものではなく，市の「交付金交付要綱」によるも

のである。 
４ 現在，神戸市の財政は，市税収入総額が２，５１７億円しかないのに，公債費は１，５９１億円で，

一般会計の市債残高は１兆５，５１４億円，全会計ベースの市債残高は３兆２，３１５億円もあり，

不良債権である土地を抱えて，市財政はまさに破綻状態にある。このような神戸市の財政状況を承知

しながら，市民に秘匿して職員を厚遇することは許されない。 
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第２ 監査の実施 
 
１ 監査対象 

地方自治法第２４２条第２項では，当該行為があった日又は終わった日から１年を経過したときは，

正当な理由がない限り，これをすることができないとして，請求の期間制限規定を設けている。 
ところで，正当な理由があるときとは，当該行為が秘密裡になされたものであるかどうか，地方公

共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたどう

か，また，当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求したかどうかによ

って判断すべきものである(昭和６３年４月２２日最高裁判決)。さらに，正当な理由が認められるの

は，財務会計行為が秘密裡に行われた場合に限らず，当該地方公共団体の一般住民が相当の注意力を

持って調査した場合において，客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在または内

容を知ることができたかどうか，また，当該行為の存在または内容を知った時から相当な期間内に監

査請求したかどうかによって判断すべきである，とされている(平成１４年９月１２日最高裁判決)。 
本件についてみると，教育委員会の事業概要に，教職員福利厚生事業の一つとして「神戸市立学校

共済会」があげられているほか，予算書(神戸市各会計予算に関する説明書)の学校職員厚生費(教職員

の表彰及び福利厚生事業等に関する経費)においても「負担金及び交付金」が計上されており，また，

決算書(神戸市業務報告書)の中でも，教職員福利厚生事業の一つとして，「神戸市立学校教職員共済会

の運営補助」が計上されている。したがって，住民が教育委員会の福利厚生事業または共済会への交

付金交付について相当の注意力をもって調査すれば，事実を知り得たはずであり，また，共済会の事

業が秘密裡に行われた事実も認められない。以上の理由により，過去１年間を超える支出は，上記の

正当な理由がある場合に該当しない。 
なお，6 月２０日の意見陳述の際に請求人の 1 人から，「退会記念品以外の事業への交付金交付につ

いては，その用途や使途が不明であり，共済会から教育委員会に対し，監査に耐える報告も上げられ

ていないようであるので，これらの交付金についても神戸市に対する損害賠償請求の対象としたい。」

との主張がなされたが，違法・不当な財務会計行為であることを裏付ける具体的な事実の特定や証拠

書類の添付がなく，また，当該主張は，既に受理している請求内容の範囲を超えるため，監査の対象

としない。 
 

以上の理由により，監査の対象としたのは，措置請求書及び事実を証する書類（陳述の際に提出さ

れた追加分を含む）から特定されるクーポン券(退会記念品)支給に係る支出のうち，措置請求書受付

日から過去１年間に支出された下記の支出である。 
   

＜過去１年間の支出＞ 
   平成１６年度退会記念品支給事業費          ４１，９３０，０００円 
 
２ 監査の実施 

教育委員会事務局の関係職員から事情聴取を実施したほか，共済会が作成した退会記念品支給事業

に関する支出書類等について監査を実施した。 
 
 



 －4－

第３ 監査の結果 
 
１ 監査対象退会記念品に関する事実の確認 
  監査対象となっている共済会の退会記念品支給事業は，次のとおり行われていると確認した。 
 

(1) 共済会について 
① 設立趣旨 

共済会は，昭和の初めに市民の篤志家による寄付金の一部を基金として発足した「神戸市

立小学校教職員共済会」を母体として，神戸市立学校教職員(以下，「教職員」という。)の相

互共済及び福利増進を図ることを目的に，神戸市立学校教職員共済会規則に基づき，昭和

３７年 2 月に設立された。  
② 共済会の組織 

共済会の会員は，市立学校教職員，共済会事務局及び教職員組合の固有職員であり，会員

数は７，５９１名(平成１７年４月１日現在)である。 
共済会の組織は，会長(教育委員会事務局総務部長)１名，副会長(同教職員課長等)４名，事

務局長(教職員課長)１名，理事２０名，評議員５７名，監事３名等となっている。 
③ 共済会の事業内容 

共済会は，学校教職員の福利を増進し，もって神戸市教育の振興を図るため，教育委員会に

代わり各種の福利厚生事業を実施している。 
具体的な事業内容は，次のとおりである。 

ア．給付事業(結婚祝金，出産祝金，入学祝金，弔慰金，脱退金，退会記念品) 
イ．貸付事業(普通貸付，住宅貸付，入学・冠婚葬祭・病気・災害貸付等) 
ウ．購買事業(百貨店購買等) 
エ．厚生事業 

(ｱ) 厚生事業(退職教職員囲碁大会等) 
(ｲ) レクリエーション事業(旅行助成，宿泊施設利用補助等) 
(ｳ) ホームヘルプ助成 
(ｴ) スポーツ観戦等事業 
(ｵ) その他(特約施設割引等) 

オ．研修寮運営事業(臨海荘) 
④ 歳入・歳出状況 

平成１６年度決算における共済会の歳入・歳出状況は，次のとおりである。 
    (歳入) 
     会費(掛金)        １８０，６３２，２１９円 
     助成金(市交付金)        ８６，７０３，０００円 
     事業収入(貸付事業収入等)       ２０，２７５，１５１円 
     基金からの繰入金                 １４７，７９５，１５７円 
     諸収入(預金利息)        ２０，９６２，５０４円 
     歳入合計                     ４５６，３６８，０３１円 
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    (歳出) 
     総務費                       ２２，８０４，３３５円 
     事業費(給付・貸付・購買・厚生等の各事業)     ２１６，２５５，７７６円  
      内 退職者に係る給付事業            １４７，１２８，１５７円 
       ① 脱退金                  １０５，１９８，１５７円 
       ② 退会記念品                 ４１，９３０，０００円 
     基金積立金                    ２１７，３０７，９２０円 
     歳出合計                     ４５６，３６８，０３１円 

⑤ 共済会事業の運営経費 
  共済会の事業は，掛金(教職員の給料月額の１０００分の５相当額)，市(教育委員会)からの交

付金及び事業収入により運営されている。この内，交付金は，脱退金及び退会記念品以外の給

付事業，貸付事業，購買事業，厚生事業，研修寮運営事業，及び総務費(共済会事業に係る事務

費及び人件費)に充当されている。 
 

(2) 共済会事業への交付金交付について 
① 交付の趣旨 

共済会が，地方公務員法第４２条に基づく職員の保健，元気回復その他厚生に関する事業

の一部を教育委員会の監督の下に実施し，あるいは共済組合法第１１２条に定める福祉事業

の一部を実施し，または，その他福利厚生に資する事業を実施する場合において，その経費

の一部について神戸市が交付金を交付することにより，教職員の福利の増進と神戸市教育の

振興を図る。交付金は，神戸市立学校教職員共済会交付要綱に基づき交付している。 
② 交付金の算定根拠 

交付金は，教職員の給料月額の１０００分の２．４を１年分合計した額を基に算出される。 
③ 交付額 

平成１６年度の交付額は，８６，７０３，０００円である。 
④ 交付時期 

年間の所要額を４半期に分け，各期毎に交付額を決定し交付している。 
⑤ 交付手続 

共済会から提出された交付金交付申請書の内容を，市において審査し，交付額を決定の上，

交付金交付決定書を共済会宛送付している。４半期毎に共済会からの請求書を受理し，内容を

審査の上，当期分に係る交付金を交付している。 
 

(3) 退会記念品の支給について 
① 退会記念品支給の趣旨目的 

共済会の退会記念品は，教職員の退職に際し，長年の市教育行政への貢献に感謝しその労苦

に報いるため，退職者に支給している。共済会では，神戸市立学校教職員共済会退会記念品給

付規程に基づき，退会記念品として旅行券(クーポン券)を支給している。 
② 支給対象者 

教職員としての勤続年数及び共済会の会員期間がともに１０年以上で退職した会員(在職中

に死亡した者を含む)を対象に支給している。 
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③ 支給内容 
退会記念品の支給内容は，次のとおりである。 

勤続年数・会員期間 退会記念品支給相当額 
１０年以上２０年未満 ３０，０００円 
２０年以上２５年未満かつ満５５歳未満 ６０，０００円 
２０年以上２５年未満かつ満５５歳以上 １１０，０００円 
２５年以上かつ満５５歳未満 １７０，０００円 
２５年以上３０年未満かつ満５５歳以上 ２２０，０００円 
３０年以上かつ満５５歳以上 ２６０，０００円 

④ 支給実績 
平成１６年度は，退職者１９６名に対し，４１，９３０，０００円相当額を支給しており，

１人当たりの平均支給額は２１４，０００円である。なお，勤続年数等の要件を満たしている

場合でも，懲戒免職者には支給していないことを確認した。 
⑤ 支給財源 

退会記念品は，掛金及び運用利息を原資とする脱退金積立金を取崩し，その支給財源に充て

ている。 
 

２ 判断 
 
 請求人の主張に対する判断は，以下のとおりである。 
 
理由 1「クーポン券の支給は，実質上は給与，退職金の上乗せであるから，給与条例主義に違反する

違法な公金支出である。」との主張について 
 
 1(1)について 

    共済会では，市立学校教職員に対する各種の福利厚生事業を実施しているが，脱退金及び退会

記念品については，共済会の独自事業として掛金及び運用利息を原資とする脱退金積立金により

実施しているため，市(教育委員会)からの交付金は充当していない。 
    共済会における具体的な会計処理方法としては，毎年，会員からの掛金を脱退金積立金に積み

立て，教職員の退職時に脱退金及び退会記念品の支給相当額について，当該積立金の一部を取崩

し，これを財源に脱退金及び退会記念品を支給している。 
 
 1(2)について 
   退会記念品の支給は，掛金及び運用利息を原資とした脱退金積立金からの支出であるので，給

与には該当しない。 
 
 1(3)について 

八幡市職員厚生研修費事件は，八幡市が補助金名目で全職員に個別支給していた職員厚生研修

費が実質上の給与であり，法律や条例に根拠を持たない違法な公金の支出であるとされた事件で

あるが，本市における共済会の退会記念品支給については，その財源が会員の掛金及び運用利息
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を原資とする脱退金積立金であり，市からの交付金は充当されていないため，給与としての性格

を持っていない。したがって，共済会の退会記念品の支給は，八幡市職員厚生研修費事件のケー

スとは全く異なるものである。 
  
   以上の理由により，クーポン券(退会記念品)支給の財源には交付金が充当されていないため，給

与条例主義の対象外である。 
 
理由２「クーポン券が，退職手当受給権がない懲戒免職者に支給されているのは明白に違法である。」

との主張について 
   共済会の退会記念品は交付金の交付対象ではないため，給与としての退職手当に該当しない。共

済会においては，退会記念品支給の趣旨から，従来より懲戒免職者への支給は想定していなかった

が，これをより明確にするため，平成１７年度に内規を改正し，懲戒免職者に退会記念品を支給し

ない旨明文化した。なお，過去５年間において，退会記念品の支給要件である１０年以上在職者で

懲戒免職になった者はいない。 
 
理由３「共済会に対し，公金を支出するのは違法である。」との主張について 
 ３(1)について 

共済会への交付金交付については，毎年度予算を計上し，議会の審議を経た上で執行されてお

り，また，教育委員会は共済会に対し，毎年度，事業計画書と収支決算報告書の提出を義務付け，

事業の執行状況のチェックを行っている。共済会は，教育委員会の監督の下に事業主である神戸

市に代わって，地方公務員法第４２条に基づく職員の保健，元気回復その他厚生事業等を実施し

ており，条例に根拠を持たない団体であるという理由だけで交付金の支出が違法になるものでは

ない。 
 

３(2)について 
共済会への交付金交付は，神戸市学校教職員共済会交付金交付要綱に基づき，毎年度予算を計

上し，議会の審議を経た上で執行されている。これは，地方自治法第２３２条の３に基づき，予

算の定めるところにより支出しているものであり，違法性はない。 
 
理由４「神戸市の厳しい財政状況を承知しながら，職員を厚遇することは許されない。」との主張に

ついて 
神戸市の財政状況は，平成１５年度決算では，市税収入が６年連続の減少となり，市債残高は全

会計で３兆２，３１５億円，起債制限比率も２５．８％となるなど，厳しい状況が続いている。 
こうした状況に対し，神戸市は職員関係の見直しとして，職員総定数の減(平成８～１５年度で

２，１８５人)や給与の削減(平成１５年度から３年間で約１５０億円)を行っている。教育委員会に

おいても，平成１５年度に，共済会事業に対する交付金の比率を，教職員の給料月額の１０００分

の３から１０００分の２．４に引き下げたほか，２か所あった研修寮の内，諏訪山荘を廃止するな

ど，市の財政状況を踏まえた措置を講じているものと認められた。 
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第４ 結論 
 
  以上のことから，共済会の退会記念品の支給は，共済会会員の掛金及び運用利息を原資とする脱退

金積立金からの支出であり，給与の支給ではなく，地方自治法第２０４条の２及び地方公務員法第

２５条が適用されるものではない。 
したがって，共済会の退会記念品支給に関し神戸市が支出した費用の返還と支出の差し止めを求め

る請求人の主張にはいずれも理由がなく，措置の必要を認めない。 
 
 なお，最近行政に対し，会計の明確化や透明性の向上が求められており，共済会においても，脱退

金積立金を基金会計として独立させ，会計間の資金の流れを明確にする，事業種別ごとに会計区分を

設けそれぞれの収支状況を明らかにする，損益計算書や貸借対照表等の活用により損益や資産の状況

が客観的に把握できるようにする等の方法により，時代の要請に対処できるよう会計制度の見直しを

検討されたい。また，神戸市職員共助組合においては，事務事業外部評価委員会の外部評価結果を踏

まえて事業の再構築に向け現在検討が進められているが，共済会の福利厚生制度についても，社会情

勢や時代の変化に適合したものとなるよう検討されることを要望する。 


